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資料１(２６、２８) 市内事業者一時支援金事業について 

 

１ 事業概要 

   新型コロナウイルス感染症の拡大による、緊急事態宣言等の度重なる発令により、不

要不急の外出や移動の自粛により影響を受け、売上が減少した事業者の支援を目的と

し、国の月次支援金の対象とならない小規模事業者等に一時支援金を給付するもの。 

 

２ 支援金概要 

（１）名称 

  宝塚市小規模事業者等応援一時支援金 

（２）対象者 

   市内に本店又は主たる事務所、営業所、店舗等を設置している中小企業基本法(昭和 

38年法律第 154号)第 2条に規定する中小事業者のうち小規模事業者及び個人事業主 

で下記の表に該当する事業者とする。 

①時短営業要請による協力金の支払対象となる飲食店と直接・間接の取引があるこ

と。 

②不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。 

業種 常時雇用する従業員数 

製造業・建設業・運輸業その他 ２０人以下 

商業（卸売業・小売業・飲食業） ５人以下 

サービス業 ５人以下 

 (うち、宿泊業・娯楽業・旅行業) ２０人以下 

（３）対象要件 

   ①兵庫県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受給者でないこと。 

   ②２０２１年４月から９月までの任意の１ヶ月あたりの売上が、２０１９年又は２

０２０年の同月と比べて２０％以上５０％未満減少であること。ただし、２０２１

年度中に１度でも国の月次支援金の支給を受けた事業者は対象外とする。 

（４）申請期間 

  １１月１日～２月１５日  

（５）給付額 

  １事業者あたり一律１０万円 

（６）予算総額  ９５，５００千円 

（７）予算内訳   

①市内事業者一時支援金事業委託料 ５，５００千円 

※申請受付、審査業務等の事務局機能を委託 

②市内事業者一時支援金 ９０，０００千円 

※内訳＠１００千円×９００件   


